
令和 5年 4月 20日 

 

ご家族 各位  

特別養護老人ホーム 千年苑 

苑  長   山崎 聡 

(公 印 省 略) 

 

千年苑面会制限の一部解除についてのお知らせ 

 

日頃から当施設をご利用いただき誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルスの流行に伴う面会の制限により、ご家族の皆様には大変ご心配をおかけしており

ます。 

さて、新型コロナウイルスが第二類から第五類に移行することに伴い、苑として検討を重ねた結果、

感染対策を施しながら対面での面会を実施していく方針と致しました。 

つきましては、下記要領に沿って進めさせていただきますので、ご不便をおかけしますが、ご理解、

ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

１．ご面会方法 

〇対面面会（追加） 

〇オンライン面会（これまでと同様の方法で実施します。） 

〇ガラス越しの面会（これまでと同様の方法で実施します。） 

 

 ２．対面面会のお願い・注意事項 

・施設の中に一度に入れる人数は２名までとさせて頂きます。新館管理棟で対面面会をする 

ことができます（居住棟での面会は出来ません）。 

・別紙でお渡しした地図の場所まで車でいらしてください。到着後は、苑に電話をくだされば 

担当職員が伺います。入苑時に検温と体調確認を実施します。検温後は手洗い・うがいをし 

て頂きます。 

・面会中の飲食はご遠慮下さい。 

・握手等の接触はご遠慮下さい。 

・写真撮影も可能ですが、双方マスク着用でお願い致します。 

・差し入れ等がある場合、直接入苑者には渡さず、職員へお預け下さい。 

・ペットは入館を禁止としておりますのでご理解下さい（ガラス越しの面会であれば可能で 

す）。 

 

３．ご面会日時   

対面面会は 5月 15日（月）より開始、オンライン面会・ガラス越し面会は現在も受け付け 

ております。土日祝日を除く平日。1回 15分以内。 

        ※行事や理髪などでお受けできない日もございます。 

午前 ①10：00～10：15 ②10：45～11：00  

午後 ④14：10～14：25 ⑤14：30～14：45 ⑥15：00～15：15 

          ※利用者１名につき、回数を月２回までに制限させていただきます。 

 

 

 

≪裏面へ≫ 



 

４．受付方法  ：お電話による完全予約制。 

     面会希望日の４日前までにご連絡下さい。ご希望の日時に添えない 

場合もございます。 

 

５．ご面会時にお守りいただきたいこと 

   （１）ご面会は健康状態に問題がない方に限ります。（同居人含む) 

   （２）面会前の検温で 37.5℃以上の場合は面会をご遠慮いただきます。 

（３）面会者の年齢、住所地は特に制限はありません。 

   （４）面会後３日以内に発熱等の体調不良がございましたら、当苑にご連絡下さい。 

    

 

【備考】                             

①面会時には、再度注意事項を説明させていただきます。 

 

②新型コロナウイルス等の感染状況によっては、急遽面会中止しなければならない 

 場合がございます。 

 

   ③オンライン面会の際、職員は付き添わせていただきます。 

 

   ④対面・ガラス越し面会の際、職員の仲介が必要な場合や転倒等の危険性がある場合は付き添 

    わさせていただきます。また、ご家族様から職員の付き添いを希望される場合は、遠慮なく 

職員にお申し出ください。 

 

 

 

ご不明な点などございましたら、下記の問い合わせ先にご連絡下さい。 

 

 

 

 
【問い合わせ先】 

 特別養護老人ホーム 千年苑（新館）  

TEL  019-659-3655 

担当  北田・藤井 

   


